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お問い合わせ先

（1）通知義務（ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に共栄
火災に連絡していただく義務）
保険契約者および被保険者には、保険契約の締結後に、告知
事項のうち一部の事項に変更が生じた場合に遅滞なくご通知
いただく義務（通知義務）があります。変更が生じた場合には、
すみやかに取扱代理店または共栄火災にご通知ください。
ご通知がない場合には、変更後に生じた事故によるケガにつ
いては、保険金が削減されることがあります。
この保険では保険契約申込書に☆印が付された項目がご通知
いただく事項（通知事項）となります。

（2）死亡保険金受取人の変更
ご契約後、死亡保険金受取人を変更する場合（新たに指定
する場合を含みます。）は、取扱代理店または共栄火災まで
ご連絡ください。この場合は、必ず被保険者の同意が必要
です。

●このパンフレットは「学生・こども総合保険」の概要を説明したものです。ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災にお問い合わせください。ご契約の際には、
必ず「重要事項説明書」をお読みください。

●取扱代理店は共栄火災との委託契約に基づいて、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約管理等の代理業務を行っています。したがって、取扱
代理店と締結して有効に成立したご契約については、共栄火災と直接契約されたものとなります。

●保険期間（保険のご契約期間）が1年を超える契約につきましては、ご契約の申し込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がございます。詳しくは
「重要事項説明書」をご覧ください。

（1）被保険者としてご加入いただける方
お子さま（被保険者＝保険の補償を受けられる方）が保険期間の末日
において満23歳未満である場合、または学校教育法に定める次の学
校の学生および生徒（入学手続きを終えた方を含みます。）である場
合に限られます。
①大学（大学院・短期大学を含みます。）
②高等学校（中等教育学校の後期課程および高等専門学校を含みます。）
③特別支援学校の高等部
④専修学校・各種学校（ただし教育基本法に定める義務教育を修了し
た方に限ります。）

（2）扶養者として指定できる方
扶養者は原則として、お子さまの親権者であり※、かつ、お子さまの生
活費および学業費用の全部または一部を負担してお子さまの生計を
主に支えている方をご指定ください。
※お子さまが成年に達した場合は親権者である必要はありません。

（3）ご職業について
お子さま（被保険者）が職業についている場合は保険料が異なることが
あります。

（4）借家人賠償責任補償、生活用動産補償について
自宅生は、借家人賠償責任補償、生活用動産補償をセットすることが
できません。

（5）補償重複について
「救援者費用」、「育英費用」、「学資費用」、「進学費用」、「賠償責任」、
「借家人賠償責任」、「生活用動産」、「携行品損害」の各補償につきまし
ては、お客様やご家族の方をご契約者とした「同様の補償を行う他の保
険契約（共済契約を含みます）、特約」がある場合、補償が重複すること
があります。補償内容の差異や保険金額を確認のうえ、ご契約ください。
（注）確認いただいた結果、特約の削除等によって重複状態を整理し、

特定のご契約のみでの補償とする場合には、その契約を解約さ
れたり、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により、補
償がなくなったり、補償の対象者の範囲が変わることがあります
のでご留意ください。

（6）告知義務
（ご契約時に共栄火災に重要な事項を申し出ていただく義務）
保険契約者および被保険者には、保険契約の締結に際し、共栄火災
が重要な事項として告知を求めた事項（以下「告知事項」といいま
す。）にご回答いただく義務（告知義務）があります。告知事項につい
て事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただく
ことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について
保険金をお支払いできないことがあります。
この保険では保険契約申込書に★印が付された項目が告知事項とな
ります。

（7）死亡保険金受取人の指定
死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いいたし
ます。この契約に死亡保険金受取人を指定する場合は必ず被保険者

ご契約の際のご注意

ご契約後のご注意

代理請求制度について

▶▶▶ご家族の方にも保険の加入内容について◀◀◀お知らせください

この保険では、被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請
求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいないときに代
理請求制度を利用できます。被保険者と同居または生計を共にする配
偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、
共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金
を請求することができます。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、およ
び加入している保険の概要（保険会社名、お支払いする保険金の種
類など）をお伝えいただきますようお願いいたします。

の同意を得てください。共栄火災で同意が確認できない場合
はご契約いただけません。なお、保険契約者と異なる方を被
保険者とする契約において同意のないままご契約をされた場
合、ご契約は無効となります。

（8）保険契約の無効
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者
に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結し
た場合は、ご契約は無効となります。この場合、保険料は返還
しません。

（9）保険料領収前に生じた事故
保険料の払込みに関する特約などの特定の特約を付帯した
ご契約を除き、保険期間（保険のご契約期間）が始まった後
でも保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を
お支払いできませんのでご注意ください。

もしも事故が起こったら…保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は

すみやかに取扱代理店または下記までご連絡ください。商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、カスタマー
センターまでご連絡ください。

0120-044-077 通話料
無料

２４時間365日事故受付サービス
「あんしんほっとライン」

0120-719-112 通話料
無料カスタマーセンター

お申出の内容に応じて、取扱代理店または共栄火災営業店・損害
サービス課・損害サービスセンターへお取次ぎする場合がございます。

受付時間：平日　午前9:00～午後6:00

こども総合保険

けがの保険 個人向け

２０２５年４月以降保険始期用

学生・こども総合保険



学生・こども総合保険
お子さまへの思いやりをカタチに

日常生活を始め、
学校でのクラブ活動や
サークル活動、そしてアルバイト・・・
学生生活を楽しむお子さまへの心配は
絶えないものです。

◆お子さま（被保険者＝保険の補償を受けられる方）が支払対象期間中に負担した学資費用に対して保険金をお支払いします。
◆保険金支払の対象となる「学資費用」とは、在学期間中に毎年必要となる費用（授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設管理費等）をい
います。
◆保険金の支払額は、支払対象期間中の各支払年度について、学資費用保険金額を限度として実際にかかった費用の額となります。（実費支払い）

保険金支払のイメージ（保険期間１年、支払対象期間７年、学資費用保険金額5０万円、進学費用保険金額１００万円の場合）

保険金支払対象期間
高校１年生

事故日

保険期間（1年）

高校２年生 高校３年生 大学１年生 大学２年……
卒
業

授業料等の支払
40万円

授業料等の支払
60万円

授業料等の支払
45万円  

授業料等の支払
50万円

入学金
100万円

学資費用保険金
学資費用保険金
45万円

学資費用保険金
50万円

学資費用保険金
50万円

学資費用保険金
40万円

進学費用保険金
100万円

東京農業大学大学院生

向けプラン東京情報大学生

向けプラン
東京農業大学生

向けプラン

東京農業大学稲花小学校生

向けプラン

傷害保険は保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償の
対象とする商品です。この保険では、病気は補償の対象となりません。

全プラン共通補償項目

日本国内・国外、授業中・学校行事中、課外活動中、登下校中、日
常生活中など学校管理下であるか否かを問わず、急激かつ偶
然な外来の事故によりお子さま（被保険者＝保険の補償を受
けられる方）がケガをされたときに保険金をお支払いします。

賠償責任補償

熱中症補償 特定感染症補償

日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他
人の物を壊して損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に
保険金をお支払いします。

傷害補償

交通事故

スポーツ中の事故 日常生活での事故 学校での事故

学資費用保険金のお支払いについて

国内 国外

特約 特約

ショッピング中にお店の
商品を壊してしまった。

自転車運転中、他人と
ぶつかりケガをさせた。

体育の授業中に
ケガをした。

下校中、車にはねられ
ケガをした。

自転車で登校中、
転んでケガをした。

スキー場で転んで
ケガをした。

犬に噛まれて
ケガをした。

クラブ活動でランニング中に
熱中症で倒れた。

課外活動中、仕出し弁当を
食べO-157に感染した。

携行品損害補償 特約

カメラを盗まれた。 テニスラケットを
折ってしまった。

学生やお子さまが外出中、携行している本人所有の身の回り品が偶然
な外来の事故により破損・盗難等の損害を被った場合に補償します。
（自己負担額：3,000円）

中学生以上のプランにセット国内 国外 中 高 大・専

生活用動産補償 特約

一人暮らしや下宿をしている学
生やお子さまが所有している生
活用動産が、火災・爆発・破損・
盗難などによって損害を受けた
場合に補償します。
（自己負担額：盗難10万円、火
災・落雷・破裂・爆発0円、それ以
外1万円）

借家人賠償責任補償 特約

下宿している学生やお子さまが誤
って火災、破裂または爆発を起こ
してしまい、借用している戸室を
壊したり、汚したりして、貸主に賠
償しなければならない場合に補償
します。

一人暮らしや下宿をしている大学生・専門学校生のプランにセット国内 国外 下宿生大・専

引越しの作業中にテレビを
落としてしまった。

下宿先のアパートで誤って
火災を起こしてしまった。

全プラン共通補償項目

生活の維持や教育のための育英費用を
定額で補償します。

育英費用補償

国内 国外

全 中 高 大・専

父親（扶養者）が外出先の
交通事故で死亡した。

中学生以上のプラン
のみセット

授業料等の学資費用を負担された
場合、その実費を補償します。

学資費用補償

国内 国外

中 高 大・専

父親（扶養者）が階段から転落し、
重度の後遺障害が発生した。

中学生・高校生プラン
のみセット

入学金等の進学費用を負担された
場合、その実費を補償します。

進学費用補償

国内 国外

中 高

父親（扶養者）が
仕事中の事故で死亡した。

（※）お子さま（被保険者）の親権者であり（お子さまが成年に達した場合は親権者である必要はありません。）、かつ、お子さまの生活
費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、お子さまの生計を支えている方で、契約時にご指定いただいた1名の方
をいいます。

ご契約時に指定された扶養者（お一人に限ります。）に、急激かつ偶然な外来の事故によるケガ（傷害）がもとで事故の日からその日
を含めて180日以内に死亡またはこれに準ずる重度の後遺障害が発生した場合に補償します。

特約 特約

※置き忘れ、紛失はお支払いできません。

1 2

お子さまの成長にあわせた４つのプランでお子さまの成長にあわせた４つのプランで

「学生・こども総合保険」が
安心の手助けをします！

「学生・こども総合保険」が
安心の手助けをします！

お子さまの事故

（死亡、後遺障害、入院、手術、通院）

お子さまの事故

扶養者（※）の事故

学生やお子さまが日射または熱
射により身体に障害を被った場
合に保険金をお支払いします。

学生やお子さまがO-157による
細菌性食中毒等の特定感染症
に感染した場合に後遺障害保険
金・入院保険金または通院保険
金をお支払いします。



学生・こども総合保険
お子さまへの思いやりをカタチに

日常生活を始め、
学校でのクラブ活動や
サークル活動、そしてアルバイト・・・
学生生活を楽しむお子さまへの心配は
絶えないものです。

◆お子さま（被保険者＝保険の補償を受けられる方）が支払対象期間中に負
担した学資費用に対して保険金をお支払いします。
◆保険金支払の対象となる「学資費用」とは、在学期間中に毎年必要となる
費用（授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設管理費等）をいい
ます。
◆保険金の支払額は、支払対象期間中の各支払年度について、学資費用保
険金額を限度として実際にかかった費用の額となります。（実費支払い）

◆お子さま（被保険者＝保険の補償を受けられる方）が支払対象期間中に
負担した進学費用に対して保険金をお支払いします。
◆保険金支払の対象となる「進学費用」とは、進学する学校に納付する費
用のうち、学資費用以外の費用（入学金、納付が義務づけられている寄
付金等）をいいます。
◆保険金の支払額は、支払対象期間を通じて、進学費用保険金額を限度と
して実際にかかった費用の額となります。（実費支払い）

保険金支払のイメージ（保険期間１年、支払対象期間７年、学資費用保険金額5０万円、進学費用保険金額１００万円の場合）

保険金支払対象期間
高校１年生

事故日

保険期間（1年）

高校２年生 高校３年生 大学１年生 大学２年……
卒
業

授業料等の支払
40万円

授業料等の支払
60万円

授業料等の支払
45万円  

授業料等の支払
50万円

入学金
100万円

学資費用保険金 進学費用保険金
学資費用保険金
45万円

学資費用保険金
50万円

学資費用保険金
50万円

学資費用保険金
40万円

進学費用保険金
100万円

大学生・専門学校生
向けプラン高校生

向けプラン中学生
向けプラン

全てのお子さま
向けプラン

全 中 高 大・専

傷害保険は保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償の
対象とする商品です。この保険では、病気は補償の対象となりません。

全プラン共通補償項目

日本国内・国外、授業中・学校行事中、課外活動中、登下校中、日
常生活中など学校管理下であるか否かを問わず、急激かつ偶
然な外来の事故によりお子さま（被保険者＝保険の補償を受
けられる方）がケガをされたときに保険金をお支払いします。

賠償責任補償

救援者費用等補償

熱中症補償 特定感染症補償

日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他
人の物を壊して損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に
保険金をお支払いします。

傷害補償

交通事故

スポーツ中の事故 日常生活での事故 学校での事故

学資費用保険金および進学費用保険金のお支払いについて

学生やお子さまが遭難、偶然な事故
による生死不明等の場合に支出し
た捜索救援費用・交通費等を補償し
ます。

お子さまが旅行中、事故で行方不明になり、
家族が現地に向かうための交通費を負担した。

国内 国外 全 中 高 大・専

特約 特約

特約

ショッピング中にお店の
商品を壊してしまった。

自転車運転中、他人と
ぶつかりケガをさせた。

体育の授業中に
ケガをした。

下校中、車にはねられ
ケガをした。

自転車で登校中、
転んでケガをした。

スキー場で転んで
ケガをした。

犬に噛まれて
ケガをした。

クラブ活動でランニング中に
熱中症で倒れた。

課外活動中、仕出し弁当を
食べO-157に感染した。

携行品損害補償 特約

カメラを盗まれた。 テニスラケットを
折ってしまった。

学生やお子さまが外出中、携行している本人所有の身の回り品が偶然
な外来の事故により破損・盗難等の損害を被った場合に補償します。
（自己負担額：3,000円）

中学生以上のプランにセット国内 国外 中 高 大・専

生活用動産補償 特約

一人暮らしや下宿をしている学
生やお子さまが所有している生
活用動産が、火災・爆発・破損・
盗難などによって損害を受けた
場合に補償します。
（自己負担額：盗難10万円、火
災・落雷・破裂・爆発0円、それ以
外1万円）

借家人賠償責任補償 特約

下宿している学生やお子さまが誤
って火災、破裂または爆発を起こ
してしまい、借用している戸室を
壊したり、汚したりして、貸主に賠
償しなければならない場合に補償
します。

一人暮らしや下宿をしている大学生・専門学校生のプランにセット国内 国外 下宿生大・専

引越しの作業中にテレビを
落としてしまった。

下宿先のアパートで誤って
火災を起こしてしまった。

全プラン共通補償項目

生活の維持や教育のための育英費用を
定額で補償します。

育英費用補償

国内 国外

全 中 高 大・専

父親（扶養者）が外出先の
交通事故で死亡した。

中学生以上のプラン
のみセット

授業料等の学資費用を負担された
場合、その実費を補償します。

学資費用補償

国内 国外

中 高 大・専

父親（扶養者）が階段から転落し、
重度の後遺障害が発生した。

中学生・高校生プラン
のみセット

入学金等の進学費用を負担された
場合、その実費を補償します。

進学費用補償

国内 国外

中 高

父親（扶養者）が
仕事中の事故で死亡した。

（※）お子さま（被保険者）の親権者であり（お子さまが成年に達した場合は親権者である必要はありません。）、かつ、お子さまの生活
費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、お子さまの生計を支えている方で、契約時にご指定いただいた1名の方
をいいます。

ご契約時に指定された扶養者（お一人に限ります。）に、急激かつ偶然な外来の事故によるケガ（傷害）がもとで事故の日からその日
を含めて180日以内に死亡またはこれに準ずる重度の後遺障害が発生した場合に補償します。

特約 特約

※置き忘れ、紛失はお支払いできません。

1 2

お子さまの成長にあわせた４つのプランでお子さまの成長にあわせた４つのプランで

「学生・こども総合保険」が
安心の手助けをします！

「学生・こども総合保険」が
安心の手助けをします！

お子さまの事故

（死亡、後遺障害、入院、手術、通院）

お子さまの事故

扶養者（※）の事故

学生やお子さまが日射または熱
射により身体に障害を被った場
合に保険金をお支払いします。

学生やお子さまがO-157による
細菌性食中毒等の特定感染症
に感染した場合に後遺障害保険
金・入院保険金または通院保険
金をお支払いします。

学生・こども総合保険
お子さまへの思いやりをカタチに

日常生活を始め、
学校でのクラブ活動や
サークル活動、そしてアルバイト・・・
学生生活を楽しむお子さまへの心配は
絶えないものです。

◆お子さま（被保険者＝保険の補償を受けられる方）が支払対象期間中に負
担した学資費用に対して保険金をお支払いします。
◆保険金支払の対象となる「学資費用」とは、在学期間中に毎年必要となる
費用（授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設管理費等）をいい
ます。
◆保険金の支払額は、支払対象期間中の各支払年度について、学資費用保
険金額を限度として実際にかかった費用の額となります。（実費支払い）

◆お子さま（被保険者＝保険の補償を受けられる方）が支払対象期間中に
負担した進学費用に対して保険金をお支払いします。
◆保険金支払の対象となる「進学費用」とは、進学する学校に納付する費
用のうち、学資費用以外の費用（入学金、納付が義務づけられている寄
付金等）をいいます。
◆保険金の支払額は、支払対象期間を通じて、進学費用保険金額を限度と
して実際にかかった費用の額となります。（実費支払い）

学資費用保険金 進学費用保険金

大学生・専門学校生
向けプラン高校生

向けプラン中学生
向けプラン

全てのお子さま
向けプラン

全 中 高 大・専

傷害保険は保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償の
対象とする商品です。この保険では、病気は補償の対象となりません。

全プラン共通補償項目

日本国内・国外、授業中・学校行事中、課外活動中、登下校中、日
常生活中など学校管理下であるか否かを問わず、急激かつ偶
然な外来の事故によりお子さま（被保険者＝保険の補償を受
けられる方）がケガをされたときに保険金をお支払いします。

賠償責任補償

救援者費用等補償

熱中症補償 特定感染症補償

日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他
人の物を壊して損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に
保険金をお支払いします。

傷害補償

交通事故

スポーツ中の事故 日常生活での事故 学校での事故

学資費用保険金および進学費用保険金のお支払いについて

学生やお子さまが遭難、偶然な事故
による生死不明等の場合に支出し
た捜索救援費用・交通費等を補償し
ます。

お子さまが旅行中、事故で行方不明になり、
家族が現地に向かうための交通費を負担した。

国内 国外 全 中 高 大・専

特約 特約

特約

ショッピング中にお店の
商品を壊してしまった。

自転車運転中、他人と
ぶつかりケガをさせた。

体育の授業中に
ケガをした。

下校中、車にはねられ
ケガをした。

自転車で登校中、
転んでケガをした。

スキー場で転んで
ケガをした。

犬に噛まれて
ケガをした。

クラブ活動でランニング中に
熱中症で倒れた。

課外活動中、仕出し弁当を
食べO-157に感染した。

携行品損害補償 特約

カメラを盗まれた。 テニスラケットを
折ってしまった。

学生やお子さまが外出中、携行している本人所有の身の回り品が偶然
な外来の事故により破損・盗難等の損害を被った場合に補償します。
（自己負担額：3,000円）

　国内　　                                                国外        稲花小学校生・東京農業大学大学院生のプランにセット

生活用動産補償 特約

一人暮らしや下宿をしている学
生やお子さまが所有している生
活用動産が、火災・爆発・破損・
盗難などによって損害を受けた
場合に補償します。
（自己負担額：盗難10万円、火
災・落雷・破裂・爆発0円、それ以
外1万円）

借家人賠償責任補償 特約

下宿している学生やお子さまが誤
って火災、破裂または爆発を起こ
してしまい、借用している戸室を
壊したり、汚したりして、貸主に賠
償しなければならない場合に補償
します。

国内          国外   一人暮らしや下宿をしている大学生・大学院生 のプランにセット 大・専

引越しの作業中にテレビを
落としてしまった。

下宿先のアパートで誤って
火災を起こしてしまった。

全プラン共通補償項目

生活の維持や教育のための育英費用を
定額で補償します。

育英費用補償

国内 国外

父親（扶養者）が外出先の
交通事故で死亡した。

授業料等の学資費用を負担された
場合、その実費を補償します。

学資費用補償

父親（扶養者）が階段から転落し、
重度の後遺障害が発生した。

（※）お子さま（被保険者）の親権者であり（お子さまが成年に達した場合は親権者である必要はありません。）、かつ、お子さまの生活
費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、お子さまの生計を支えている方で、契約時にご指定いただいた1名の方
をいいます。

ご契約時に指定された扶養者（お一人に限ります。）に、急激かつ偶然な外来の事故によるケガ（傷害）がもとで事故の日からその日
を含めて180日以内に死亡またはこれに準ずる重度の後遺障害が発生した場合に補償します。

特約

※置き忘れ、紛失はお支払いできません。

1

お子さまの成長にあわせた４つのプランでお子さまの成長にあわせた４つのプランで

「学生・こども総合保険」が
安心の手助けをします！

「学生・こども総合保険」が
安心の手助けをします！

お子さまの事故

（死亡、後遺障害、入院、手術、通院）

お子さまの事故

扶養者（※）の事故

学生やお子さまが日射または熱
射により身体に障害を被った場
合に保険金をお支払いします。

学生やお子さまがO-157による
細菌性食中毒等の特定感染症
に感染した場合に後遺障害保険
金・入院保険金または通院保険
金をお支払いします。

2



補償の概要

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

死
亡
保
険
金

（
★

）

お子さま（被保険者※1）が急激かつ偶然な外来の事
故によりケガ（※2）をされ、事故の日からその日を含
めて180日以内に死亡された場合

死亡・後遺障害保険金額の全額

（注）
すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死
亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差
し引いた額をお支払いします。

後
遺
障
害
保
険
金

（
★

）

お子さま（被保険者※1）が急激かつ偶然な外来の事
故によりケガ（※2）をされ、事故の日からその日を含
めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
特定感染症発病の場合は、特定感染症を発病され、
発病の日からその日を含めて180日以内に身体に後
遺障害が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、
死亡・後遺障害保険金額の4%～100％

（注）
保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して死亡・
後遺障害保険金額が限度となります。

後
遺
障
害
保
険
金

追
加
支
払

（
★

）

上記の後遺障害保険金が支払われ、事故の日から
その日を含めて180日を経過し、かつ、お子さま（被
保険者※1）が生存されている場合

お支払いした後遺障害保険金
× 保険証券記載の追加支払倍数

（注）
追加支払倍数が0の場合は追加支払はありません。

入
院
保
険
金

（
★

）

お子さま（被保険者※1）が急激かつ偶然な外来の事
故によりケガ（※2）をされ、事故の日からその日を含
めて180日以内に入院された場合
特定感染症発病の場合は、特定感染症を発病され、
発病の日からその日を含めて180日以内に入院され
た場合

入院保険金日額×入院日数

（注1）
事故の日からその日を含めて180日を経過した後の
入院に対しては、入院保険金をお支払いできませ
ん。
（注2）
入院保険金が支払われる期間中に別の事故により
ケガをされても、入院保険金は重複してはお支払い
できません。

手
術
保
険
金

（
★

）

お子さま（被保険者※1）が急激かつ偶然な外来の事
故によりケガ（※2）をされ、その治療のため事故の日
からその日を含めて180日以内に病院または診療所
において手術（※3）を受けられた場合

以下の金額をお支払いします。
①入院中（注）に受けた手術の場合
　　　　入院保険金日額×10
②上記①以外の手術の場合
　　　　入院保険金日額×5
ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて
180日以内の手術1回に限ります。

（注）
事故により被ったケガを直接の結果として入院してい
る間をいいます。

通
院
保
険
金

（
★

）

お子さま（被保険者※1）が急激かつ偶然な外来の事
故によりケガ（※2）をされ、事故の日からその日を含
めて180日以内に通院された場合
特定感染症発病の場合は、特定感染症を発病され、
発病の日からその日を含めて180日以内に通院され
た場合
なお、通院には往診を含みますが、治療を伴わない
薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは
含みません。

通院保険金日額×通院日数 〈90日限度〉

（注1）
通院保険金が支払われる期間中に別の事故により
ケガをされても、通院保険金は重複してはお支払い
できません。
（注2）
通院しない場合においても、骨折等のケガをされた
場合において、所定の部位（※5）を固定するために
被保険者以外の医師の指示によりギプス等（※6）を
常時装着したときは、その日数について保険金をお
支払いします。

①

②

保険契約者、お子さま（被保険者※1）また
は扶養者（※4）の故意または重大な過失に
よるケガ
扶養者が左記の保険金をお支払いする場
合に該当したときに、被保険者を扶養して
いない場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

保険金の
種類

傷
害

（
傷
害
補
償
条
項

）

保険契約者、お子さま（被保険者※1）また
はお子さまの親権者もしくは後見人の故意
または重大な過失によるケガまたは特定感
染症
保険金受取人の故意または重大な過失に
よるケガまたは特定感染症
けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケ
ガまたは特定感染症
自動車または原動機付自転車の無資格運
転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運
転中に生じた事故によるケガ
脳疾患・疾病・心神喪失によるケガ
妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療
処置によるケガ
地震もしくは噴火またはこれらによる津波に
よるケガ
戦争、内乱、暴動などによるケガまたは特
定感染症（※9）
ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登
はん、ロッククライミング、フリークライミング
（登る壁の高さが5m以下であるボルダリン
グは含みません。）、リュージュ、ボブス
レー、航空機操縦（ただし、職務として操縦
する場合を除きます。）、ハンググライダー
搭乗などの危険な運動中のケガ
自動車、オートバイ、モーターボート等によ
る競技等を行っている間のケガ
むちうち症、腰痛その他の症状を訴えてい
る場合であっても、それを裏付けるに足りる
医学的他覚所見（※10）のないもの
保険責任開始日からその日を含めて10日
以内に発病した特定感染症
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（注）
育英費用保険金、学資費用保険金につい
ては特定感染症による補償はありません。

保険証券に記載された扶養者の方（※4）が急激かつ
偶然な外来の事故によりケガ（※2）をされ、そのケガ
のため事故の日からその日を含めて180日以内に死
亡された場合、または身体に所定の重度の後遺障害
が生じた場合

（注）重度後遺障害の例
      ・両眼が失明したとき
      ・咀しゃくおよび言語の機能を廃したとき
      ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残
　　　　し、常に介護を要するとき    　　　　　　　　など

育英費用保険金額の全額

（注1）
他の保険契約等がある場合は、（※8）に掲げる額の
いずれかを保険金としてお支払いします。
（注2）
次の場合には育英費用補償条項は失効します。

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

上記〔傷害〕の③～⑧によるケガのほか

育
英
費
用
保
険
金

（
育
英
費
用
補
償
条
項

）



保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

①

②

保険契約者、お子さま（被保険者※1）また
は扶養者（※4）の故意または重大な過失に
よるケガ
扶養者が左記の保険金をお支払いする場
合に該当したときに、被保険者を扶養して
いない場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

①

②

③
④

⑤
⑥
⑦

※

⑧

・

・

・

お子さま（被保険者※1）が借用する戸室の増改
築・取り壊し等の工事に起因する損害賠償責任
被保険者と貸主の間で特別の約定がある場合に
おいて、その約定によって加重された損害賠償
責任
被保険者が借用する戸室を貸主に引渡し後に発
見された損壊に対する損害賠償責任
         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　など

上記〔傷害〕の③～⑧によるケガのほか

上記の賠償責任保険金の①～⑦の場合

借
家
人
賠
償
責
任
保
険
金

（
借
家
人
賠
償
責
任
補
償
特
約

）

日本国内においてお子さま（被保険者※1）が借用かつ使用
する保険証券記載の戸室を、次のいずれかの事故により被
保険者が損壊したことにより、貸主に対して法律上の損害
賠償責任を負担することによって損害を被った場合
・火災
・破裂または爆発

1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額を限度として、
損害賠償金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の防
止に要した費用等もお支払いします。

（注1）
損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、
あらかじめ共栄火災の承認が必要となります。
（注2）
他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合
計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げる額のいずれ
かを保険金としてお支払いします。

賠
償
責
任
保
険
金

（
賠
償
責
任
補
償
条
項
＋
賠
償
責
任
補
償
条
項
の
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約

）

次の偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
たことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによっ
て損害を被った場合
・お子さま（被保険者※1）本人が居住する住宅の所有、使
用、管理に起因する偶然な事故
・被保険者（※1）の日常生活に起因する偶然な事故
・お子さま（被保険者※1）本人が居住する住宅内に保管中
またはお子さま（被保険者※1）本人が一時的に住宅外で管
理中の受託品（日本国内においてお子さま（被保険者※1）
本人が受託した財物）の損壊、紛失、盗取

（注）
次の物は受託品には含まれませんのでご注意ください。
携帯電話、ノートパソコン、携帯ゲーム機、携帯オーディオ
プレーヤー、自転車、通貨、有価証券、貴金属、美術品、自
動車、原動機付自転車、船舶、航空機、ピッケルなどの登山
道具を使用する山岳登はんなどの危険な運動を行っている
間の当該運動等のための用具、動・植物、建物（付属設備
および付属建物も含む）、公序良俗に反する物            など

損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用お
よび緊急措置に要した費用等の合計額

（注1）
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額が限
度となります。ただし、受託品の事故については被害受託品
の時価を超えないものとします。また、情報機器等に記録さ
れた情報の滅失、損傷または汚損については、500万円ま
たは賠償責任保険金額のいずれか低い額が限度となりま
す。
（注2）
損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、
あらかじめ共栄火災にご相談ください。
（注3）
他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合
計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げる額のいずれ
かを保険金としてお支払いします。
（注4）
訴訟費用等は損害賠償金が賠償責任保険金額を上回る場
合には賠償責任保険金額の損害賠償金に対する割合に
よってのお支払いとなります。

保険契約者または被保険者（保険の補償を受け
られる方）（※1）の故意による損害賠償責任
地震もしくは噴火またはこれらによる津波による
損害賠償責任
戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責任（※9）
職務遂行に関する損害賠償責任（仕事上の損害
賠償責任）（※11）
被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
心神喪失に起因する損害賠償責任
自動車※、航空機、船舶、銃器の所有、使用ま
は管理に起因する損害賠償責任
自動車は受託品の対象とはなりませんが、自動
車の中にある受託品については、自動車の所
有・使用・管理に起因する損害賠償責任であ っ
ても、保険金をお支払いします。
お子さま（被保険者※1）本人が居住する住宅以
外の不動産の所有、使用または管理に起因する
事故による損 害賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　 　など

学
資
費
用
保
険
金

（
学
資
費
用
補
償
条
項

）

保険証券に記載された扶養者の方（※4）が急激かつ
偶然な外来の事故によりケガ（※2）をされ、そのケガ
のため事故の日からその日を含めて180日以内に死
亡された場合または身体に所定の重度の後遺障害
が生じた場合で、扶養者に扶養されなくなったために
お子さま（被保険者※1）が支払対象期間中に発生し
た学資費用を負担されたとき

（注1）
「支払対象期間」とは、扶養者が扶養不能状態となっ
た日の翌日から学業費用補償特約の終期までの期
間をいいます。
（注2）
重度後遺障害の例
・両眼が失明したとき
・咀しゃくおよび言語の機能を廃したとき
・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
  常に介護を要するとき　　　　　　　　　　　　　　  など

お子さま（被保険者※1）が支払対象期間中に負担し
た、在学または進学する学校に納付する費用のう
ち、在学期間中に毎年必要となる学資費用（授業料、
施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理
費等）をお支払いします。ただし、各支払年度につい
て学資費用保険金額を限度とします。

（注1）
「支払年度」とは、初年度については扶養者が扶養
不能状態となった日の翌日から1年以内に到来する
学業費用補償特約の終期の応当日までの期間、次
年度以降については学業費用補償特約の終期の応
当日から1年間をいいます。
（注2）
他の保険契約等がある場合は、（※8）に掲げる額の
いずれかを保険金としてお支払いします。

保険金の
種類



保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

日本国内においてお子さま（被保険者※1）の所有す
る生活用動産が偶然な事故により損害を被った場合

（注1）
親族が居住する建物内に所在する被保険者の生活
用動産は保険の対象に含まれません。
（注2）
次のものは保険の対象となりませんのでご注意くださ
い。
通貨・有価証券・預貯金証書・印紙・切手、定期券・ク
レジットカード・航空券・旅券、稿本・設計書、貴金属・
書画・骨董等の美術品、船舶・自動車・原動機付自
転車・サーフボード･ウィンドサーフィン･ラジコン模
型、携帯電話等の携帯式通信機器・ノート型パソコン
等の携帯式電子事務機器、義歯・コンタクトレンズ・
眼鏡、動・植物  　  　    　     　　　                など

損害が発生した生活用動産の時価（損害が生じた地
および時における生活用動産の価額をいいます。以
下「保険価額」といいます。）を基準に算定した損害
額から、1回の事故につき自己負担額（盗難について
は10万円、火災、落雷、破裂または爆発については0
円、その他の事由については1万円）を差し引いた額
をお支払いします。また、生活用動産保険金額（保険
金額が保険価額を超えるときは、保険価額）からお支
払いした保険金の額を差し引いた額を限度として、損
害の防止に要した費用をお支払いします。

（注1）
複数回お支払事由が発生した場合でも、保険期間を
通じて生活用動産保険金額が限度となります。
（注2）
他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任
額の合計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げ
る額のいずれかを保険金としてお支払いします。

・

・
・
・

・

・

・
・
・
・

・

保険契約者、お子さま（被保険者※1）の故
意または重大な過失による損害
生活用動産の欠陥による損害
自然の消耗、かび、変色
差押え、没収等国または公共団体の公権
力の 行使によって生じた損害
生活用動産に対する修理、調整の作業上
の過失または技術の拙劣によって生じた損
害
偶然な外来の事故に直接起因しない電気
的事故または機械的事故による損害
詐欺または横領によって生じた損害
紛失または置き忘れによる損害
擦り傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷
地震もしくは噴火またはこれらによる津波に
よる損害
風水災による損害
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　など

お子さま（被保険者※1）が居住する住宅外でお子さ
まが携行するお子さま所有の身の回り品が偶然な事
故により損害を被った場合

（注)
次の物は保険の対象となりませんのでご注意くださ
い。
有価証券・印紙・切手、預貯金証書・クレジットカー
ド、稿本・設計書、船舶・自動車・原動機付自転車・自
転車、サーフボード･ウィンドサーフィン･ラジコン模
型、携帯電話等の携帯式通信機器・ノート型パソコン
等の携帯式電子事務機器、義歯・コンタクトレンズ・
眼鏡、動・植物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

被害物の時価を基準に算定した損害額および損害
の防止に要した費用の合計から、1回の事故につき
自己負担額（3,000円）を差し引いた額をお支払いしま
す。ただし、携行品1個（1組または1対）につき10万
円、現金・乗車券等については合計して5万円を限度
とします。

（注1）
複数回お支払事由が発生した場合でも、保険期間を
通じて携行品損害保険金額が限度となります。
（注2）
他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任
額の合計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げ
る額のいずれかを保険金としてお支払いします。

・

・

・

・

・
・
・
・

保険契約者、お子さま（被保険者※1）の故
意　または重大な過失による損害
けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる損
害
自動車または原動機付自転車の無資格運
転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運
転中に生じた事故による損害
地震もしくは噴火またはこれらによる津波に
よる損害
戦争、内乱、暴動などによる損害（※9）
携行品の自然の消耗、かび、変色
携行品の置き忘れ、紛失
擦り傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　など
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産
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補償の概要
保険金の
種　　類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない

主な場合

補償の概要
保険金の
種　　類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

下記以外（借家人賠償責任を含む） ○
○

－
○

－
○

下記3項目を全て満たす場合をいいます。

保険証券に記載された扶養者の方（※4）が急激
かつ偶然な外来の事故によりケガ（※2）をされ、そ
のケガのため事故の日からその日を含めて180日
以内に死亡された場合または身体に所定の重度
の後遺障害が生じた場合で、扶養者に扶養されな
くなったためにお子さま（被保険者※1）が支払対
象期間中に発生した進学費用を負担されたとき
（注1）「支払対象期間」とは、扶養者が扶養不能

状態となった日の翌日から学業費用補償
特約の終期までの期間をいいます。

（注2）重度後遺障害の例
・両眼が失明したとき
・咀しゃくおよび言語の機能を廃したとき
・神経系統の機能または精神に著しい障
害を残し、常に介護を要するとき

など

次の偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人
の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責
任を負担することによって損害を被った場合
・お子さま（被保険者※1）本人が居住する住宅
の所有、使用、管理に起因する偶然な事故
・被保険者（※1）の日常生活に起因する偶然な
事故
・お子さま（被保険者※1）本人が居住する住宅
内に保管中またはお子さま（被保険者※1）本
人が一時的に住宅外で管理中の受託品（日本
国内においてお子さま（被保険者※1）本人が
受託した財物）の損壊、紛失、盗取
（注）次の物は受託品には含まれませんのでご注

意ください。
携帯電話、ノートパソコン、携帯ゲーム機、携
帯オーディオプレーヤー、自転車、通貨、有価
証券、貴金属、美術品、自動車、原動機付自
転車、船舶、航空機、ピッケルなどの登山道具
を使用する山岳登はんなどの危険な運動を行
っている間の当該運動等のための用具、動・
植物、建物（付属設備および付属建物も含
む）、公序良俗に反する物 など

日本国内においてお子さま（被保険者※1）が借
用かつ使用する保険証券記載の戸室を、次の
いずれかの事故により被保険者が損壊したこと
により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を
負担することによって損害を被った場合
・火災
・破裂または爆発

お子さま（被保険者※1）が支払対象期間中に負担した、進
学する学校に納付する費用のうち、入学金、納付が義務付
けられている寄付金等を、進学費用保険金額を限度にお支
払いします。
（注1）在学期間中に毎年必要となる授業料等の「学資費

用」に該当するものは「学資費用保険金」でお支払い
します。

（注2）他の保険契約等がある場合は、（※8）に掲げる額の
いずれかを保険金としてお支払いします。

1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額を限度とし
て、損害賠償金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の
防止に要した費用等もお支払いします。
（注1）損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする

ときは、あらかじめ共栄火災の承認が必要となります。
（注2）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任

額の合計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げる
額のいずれかを保険金としてお支払いします。

損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用お
よび緊急措置に要した費用等の合計額
（注1）損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金

額が限度となります。ただし、受託品の事故について
は被害受託品の時価を超えないものとします。また、情
報機器等に記録された情報の滅失、損傷または汚損
については、500万円または賠償責任保険金額のい
ずれか低い額が限度となります。

（注2）損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする
ときは、あらかじめ共栄火災にご相談ください。

（注3）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任
額の合計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げ
る額のいずれかを保険金としてお支払いします。

（注4）訴訟費用等は損害賠償金が賠償責任保険金額を
上回る場合には賠償責任保険金額の損害賠償金
に対する割合によってのお支払いとなります。

前記〔傷害〕の③～⑧によるケガのほ
か
①保険契約者、お子さま（被保険者
※1）または扶養者（※4）の故意ま
たは重大な過失によるケガ
②扶養者が左記の保険金をお支払
いする場合に該当したときに、被保
険者を扶養していない場合

など

お子さま（被保険者※1）が居住する住宅外でお
子さまが携行するお子さま所有の身の回り品が偶
然な事故により損害を被った場合
（注）次の物は保険の対象となりませんのでご注

意ください。
有価証券・印紙・切手、預貯金証書・クレジッ
トカード、稿本・設計書、船舶・自動車・原動
機付自転車・自転車、サーフボード･ウィンド
サーフィン･ラジコン模型、携帯電話等の携
帯式通信機器・ノート型パソコン等の携帯
式電子事務機器、義歯・コンタクトレンズ・眼
鏡、動・植物    　　　　　　　　　　など

被害物の時価を基準に算定した損害額および損害の
防止に要した費用の合計から、1回の事故につき自己
負担額（3,000円）を差し引いた額をお支払いします。た
だし、携行品1個（1組または1対）につき10万円、現金・
乗車券等については合計して5万円を限度とします。
（注1）複数回お支払事由が発生した場合でも、保

険期間を通じて携行品損害保険金額が限
度となります。

（注2）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支
払責任額の合計額が損害額を超えるとき
は、（※7）に掲げる額のいずれかを保険金と
してお支払いします。

・保険契約者、お子さま（被保険者※1）の故意
または重大な過失による損害
・けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる損害
・自動車または原動機付自転車の無資格運
転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転
中に生じた事故による損害
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
・戦争、内乱、暴動などによる損害（※9）
・携行品の自然の消耗、かび、変色
・携行品の置き忘れ、紛失
・擦り傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷

など

・上記の賠償責任保険金の①～⑦の場合
・お子さま（被保険者※1）が借用する
戸室の増改築・取り壊し等の工事に
起因する損害賠償責任
・被保険者と貸主の間で特別の約定
がある場合において、その約定によっ
て加重された損害賠償責任
・被保険者が借用する戸室を貸主に
引渡し後に発見された損壊に対する
損害賠償責任

など

①保険契約者または被保険者（保険
の補償を受けられる方）（※1）の故
意による損害賠償責任
②地震もしくは噴火またはこれらによ
る津波による損害賠償責任
③戦争、内乱、暴動などによる損害
賠償責任（※9）
④職務遂行に関する損害賠償責任
（仕事上の損害賠償責任）（※11）
⑤被保険者と同居する親族に対す
る損害賠償責任
⑥心神喪失に起因する損害賠償責任
⑦自動車※、航空機、船舶、銃器の
所有、使用または管理に起因する
損害賠償責任
※自動車は受託品の対象とはなりま
せんが、自動車の中にある受託品
については、自動車の所有・使用・
管理に起因する損害賠償責任であ
っても、保険金をお支払いします。

⑧お子さま（被保険者※1）本人が居
住する住宅以外の不動産の所
有、使用または管理に起因する事
故による損害賠償責任

など
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（前ページからの続き）

日本国内においてお子さま（被保険者※1）の所
有する生活用動産が偶然な事故により損害を
被った場合
（注1）親族が居住する建物内に所在する被保

険者の生活用動産は保険の対象に含ま
れません。

（注2）次のものは保険の対象となりませんのでご
注意ください。
通貨・有価証券・預貯金証書・印紙・切手、
定期券・クレジットカード・航空券・旅券、稿
本・設計書、貴金属・書画・骨董等の美術
品、船舶・自動車・原動機付自転車・サーフ
ボード･ウィンドサーフィン･ラジコン模型、携
帯電話等の携帯式通信機器・ノート型パソ
コン等の携帯式電子事務機器、義歯・コン
タクトレンズ・眼鏡、動・植物　            など

損害が発生した生活用動産の時価（損害が生じた地およ
び時における生活用動産の価額をいいます。以下「保険価
額」といいます。）を基準に算定した損害額から、1回の事故
につき自己負担額（盗難については10万円、火災、落雷、
破裂または爆発については0円、その他の事由については1
万円）を差し引いた額をお支払いします。また、生活用動産
保険金額（保険金額が保険価額を超えるときは、保険価
額）からお支払いした保険金の額を差し引いた額を限度とし
て、損害の防止に要した費用をお支払いします。
（注1）複数回お支払事由が発生した場合でも、保険期間を

通じて生活用動産保険金額が限度となります。
（注2）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任

額の合計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げる
額のいずれかを保険金としてお支払いします。

・保険契約者、お子さま（被保険者※1）
の故意または重大な過失による損害
・生活用動産の欠陥による損害
・自然の消耗、かび、変色
・差押え、没収等国または公共団体の
公権力の行使によって生じた損害
・生活用動産に対する修理、調整の作
業上の過失または技術の拙劣によっ
て生じた損害
・偶然な外来の事故に直接起因しない電
気的事故または機械的事故による損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・紛失または置き忘れによる損害
・擦り傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷
・地震もしくは噴火またはこれらによる
津波による損害
・風水災による損害

など

被保険者の範囲 ご本人＊1 配偶者 その他の
ご親族＊2

（※1）被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲は下表のとおりです。なお、
続柄は、保険金支払の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

（※2）前記傷害補償条項における「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質
による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス
性食中毒は含みません。
育英費用補償条項、学業費用補償特約における「ケガ」には有毒ガ
スまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス
性食中毒を含みます。

（※3）対象となる手術は以下の①・②とします。
①公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料
の算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、抜歯
などお支払い対象外の手術があります。
②先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目
的とした診療行為などお支払い対象外となるものがあります。

（※4）お子さま〔被保険者（※1）〕の親権者であり（お子さまが成年に達した
場合は親権者である必要はありません。）、かつ、お子さまの生活費お
よび学業費用の全部または一部を継続的に負担して、お子さまの生計
を支えている方で、契約時にご指定いただいた1名の方をいいます。

（※5）所定の部位とは、肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の3大関節
部分、肋骨（ろっこつ）、胸骨等の保険約款に記載の部位をいいます。

（※6）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネおよびこれらと
同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定
帯、肋骨（ろっこつ）固定帯、サポーター等は含みません。

（※７）●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
合は、この保険契約の支払責任額

●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、
損害額（負担された費用）から他の保険契約等から支払われた金
額を差し引いた額をお支払いします。ただし、この保険契約の支
払責任額を限度とします。

＊1保険証券記載の被保険者の方をいいます。ただし、借家人賠償責任で借用
戸室の賃借名義人が被保険者以外の場合は、その賃借名義人を含みます。

＊2ご本人もしくはその親権者またはご本人の配偶者の「同居のご親族お
よび別居の未婚のお子さま」をいいます。未婚とはこれまでに婚姻歴
がないことをいいます。ご親族とは、ご本人もしくはその親権者または
ご本人の配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。

○急激性＝ 突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性＝ 事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性＝ 身体の外部からの作用によるもの

＜上記3項目に該当しない例＞
日焼け、熱中症（注）、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲
労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野
球肩、慢性疲労･筋肉痛（反復性の原因によるもの）、疾病などは“急激かつ偶然
な外来の事故によるケガ”に該当しないため、保険金支払の対象とはなりませ
ん。すでに存在していた身体の障害や病気（骨粗しょう症を含みます。）の影響に
よりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保
険金（保険金額、日数等に割合を乗じて算出します。）をお支払いします。（ケガ
の原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。）
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＊3受託品の損壊、紛失、盗取による賠償責任についても保険金支払
の対象となりますが、対象となる受託品はお子さま本人が受託・管
理する財物に限ります。

「同居」とは、生活の基盤を同一とし、居住空間を共有している
ことをいいます。また、保険金支払の原因となった事故発生時
において、実際に同居していることが基準となります。
＜「同居」となる場合の例＞
・同一敷地内の別棟（台所など通常の生活用設備を備えてい
る場合を除きます。）に住んでいる場合
・病院に一時的に入院されている場合　など
＜「同居」とならない場合の例＞
・単身赴任、海外赴任している場合
・介護施設に永続的に入所されている場合　など
（注）上記の続柄は、保険金支払の原因となった事故発生の時

におけるものをいいます。

（※8）●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
合は、この保険契約の支払責任額

●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、
支払責任額が最も高い保険契約等の支払責任額から他の保険契
約等から支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。ただ
し、この保険契約の支払責任額を限度とします。

（※9）条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされている
ため、テロ行為による場合は補償の対象となります。

（※10）医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像
検査等により認められる異常所見をいいます。

（※11）受託品に関する事故を除き、被保険者がゴルフの競技または指導を
職業としていない場合、職務としてのゴルフは補償対象になります。
また、お子さま（被保険者）本人のアルバイト・インターンシップに起
因する損害賠償責任は補償対象になります。

＜対象となる主な特定感染症＞ ※2023年6月現在
コレラ/細菌性赤痢/腸チフス/パラチフス/ジフテリア/ペスト/エボラ出血熱
/クリミア・コンゴ出血熱/マールブルグ病/急性灰白髄炎（ポリオ）/ラッサ熱/
腸管出血性大腸菌感染症（O-157等）/重症急性呼吸器症候群（病原体が
ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。）

など

【学生・こども総合保険に付帯する特約について】「熱中症補償特約」が付帯される場合、傷害補償条項の各保険金（★印を
付した保険金）について、偶然な外来による日射または熱射によって身体
に障害を被ったときにもそれぞれの保険金における「お支払いする保険
金」の内容に沿って保険金をお支払いします。（育英費用補償条項、学業
費用補償特約においてはこのようなお取り扱いはできません。）

学生・こども総合保険に付帯する特約について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定す
る一類・二類・三類の感染症をいいます。なお、発病の認定は、医師（被保
険者以外の医師をいいます。）の診断によります。

「特定感染症」とは

急激かつ偶然な外来の事故とは

（注）本来、熱中症は保険金お支払いの対象外となりますが、「熱中症補償特
約」を付帯する場合は、傷害補償条項の各保険金について「熱中症」を
保険金お支払いの対象として取り扱います。（育英費用補償条項、学業
費用補償特約においてはこのようなお取り扱いはできません。）
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（注）「賠償責任」、「借家人賠償責任」の各補償につきましては被保険者
が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被
保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。

賠償責任＊3

補償の概要
保険金の
種　　類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない

主な場合

下記以外（借家人賠償責任を含む） ○
○

－
○

－
○

下記3項目を全て満たす場合をいいます。

保険証券に記載された扶養者の方（※4）が急激
かつ偶然な外来の事故によりケガ（※2）をされ、そ
のケガのため事故の日からその日を含めて180日
以内に死亡された場合または身体に所定の重度
の後遺障害が生じた場合で、扶養者に扶養されな
くなったためにお子さま（被保険者※1）が支払対
象期間中に発生した進学費用を負担されたとき
（注1）「支払対象期間」とは、扶養者が扶養不能

状態となった日の翌日から学業費用補償
特約の終期までの期間をいいます。

（注2）重度後遺障害の例
・両眼が失明したとき
・咀しゃくおよび言語の機能を廃したとき
・神経系統の機能または精神に著しい障
害を残し、常に介護を要するとき

など

次の偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人
の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責
任を負担することによって損害を被った場合
・お子さま（被保険者※1）本人が居住する住宅
の所有、使用、管理に起因する偶然な事故
・被保険者（※1）の日常生活に起因する偶然な
事故
・お子さま（被保険者※1）本人が居住する住宅
内に保管中またはお子さま（被保険者※1）本
人が一時的に住宅外で管理中の受託品（日本
国内においてお子さま（被保険者※1）本人が
受託した財物）の損壊、紛失、盗取
（注）次の物は受託品には含まれませんのでご注

意ください。
携帯電話、ノートパソコン、携帯ゲーム機、携
帯オーディオプレーヤー、自転車、通貨、有価
証券、貴金属、美術品、自動車、原動機付自
転車、船舶、航空機、ピッケルなどの登山道具
を使用する山岳登はんなどの危険な運動を行
っている間の当該運動等のための用具、動・
植物、建物（付属設備および付属建物も含
む）、公序良俗に反する物 など

日本国内においてお子さま（被保険者※1）が借
用かつ使用する保険証券記載の戸室を、次の
いずれかの事故により被保険者が損壊したこと
により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を
負担することによって損害を被った場合
・火災
・破裂または爆発

お子さま（被保険者※1）が支払対象期間中に負担した、進
学する学校に納付する費用のうち、入学金、納付が義務付
けられている寄付金等を、進学費用保険金額を限度にお支
払いします。
（注1）在学期間中に毎年必要となる授業料等の「学資費

用」に該当するものは「学資費用保険金」でお支払い
します。

（注2）他の保険契約等がある場合は、（※8）に掲げる額の
いずれかを保険金としてお支払いします。

1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額を限度とし
て、損害賠償金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の
防止に要した費用等もお支払いします。
（注1）損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする

ときは、あらかじめ共栄火災の承認が必要となります。
（注2）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任

額の合計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げる
額のいずれかを保険金としてお支払いします。

損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用お
よび緊急措置に要した費用等の合計額
（注1）損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金

額が限度となります。ただし、受託品の事故について
は被害受託品の時価を超えないものとします。また、情
報機器等に記録された情報の滅失、損傷または汚損
については、500万円または賠償責任保険金額のい
ずれか低い額が限度となります。

（注2）損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする
ときは、あらかじめ共栄火災にご相談ください。

（注3）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任
額の合計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げ
る額のいずれかを保険金としてお支払いします。

（注4）訴訟費用等は損害賠償金が賠償責任保険金額を
上回る場合には賠償責任保険金額の損害賠償金
に対する割合によってのお支払いとなります。

前記〔傷害〕の③～⑧によるケガのほ
か
①保険契約者、お子さま（被保険者
※1）または扶養者（※4）の故意ま
たは重大な過失によるケガ
②扶養者が左記の保険金をお支払
いする場合に該当したときに、被保
険者を扶養していない場合

など

・上記の賠償責任保険金の①～⑦の場合
・お子さま（被保険者※1）が借用する
戸室の増改築・取り壊し等の工事に
起因する損害賠償責任
・被保険者と貸主の間で特別の約定
がある場合において、その約定によっ
て加重された損害賠償責任
・被保険者が借用する戸室を貸主に
引渡し後に発見された損壊に対する
損害賠償責任

など

①保険契約者または被保険者（保険
の補償を受けられる方）（※1）の故
意による損害賠償責任
②地震もしくは噴火またはこれらによ
る津波による損害賠償責任
③戦争、内乱、暴動などによる損害
賠償責任（※9）
④職務遂行に関する損害賠償責任
（仕事上の損害賠償責任）（※11）
⑤被保険者と同居する親族に対す
る損害賠償責任
⑥心神喪失に起因する損害賠償責任
⑦自動車※、航空機、船舶、銃器の
所有、使用または管理に起因する
損害賠償責任
※自動車は受託品の対象とはなりま
せんが、自動車の中にある受託品
については、自動車の所有・使用・
管理に起因する損害賠償責任であ
っても、保険金をお支払いします。

⑧お子さま（被保険者※1）本人が居
住する住宅以外の不動産の所
有、使用または管理に起因する事
故による損害賠償責任

など
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（前ページからの続き）

日本国内においてお子さま（被保険者※1）の所
有する生活用動産が偶然な事故により損害を
被った場合
（注1）親族が居住する建物内に所在する被保

険者の生活用動産は保険の対象に含ま
れません。

（注2）次のものは保険の対象となりませんのでご
注意ください。
通貨・有価証券・預貯金証書・印紙・切手、
定期券・クレジットカード・航空券・旅券、稿
本・設計書、貴金属・書画・骨董等の美術
品、船舶・自動車・原動機付自転車・サーフ
ボード･ウィンドサーフィン･ラジコン模型、携
帯電話等の携帯式通信機器・ノート型パソ
コン等の携帯式電子事務機器、義歯・コン
タクトレンズ・眼鏡、動・植物　            など

損害が発生した生活用動産の時価（損害が生じた地およ
び時における生活用動産の価額をいいます。以下「保険価
額」といいます。）を基準に算定した損害額から、1回の事故
につき自己負担額（盗難については10万円、火災、落雷、
破裂または爆発については0円、その他の事由については1
万円）を差し引いた額をお支払いします。また、生活用動産
保険金額（保険金額が保険価額を超えるときは、保険価
額）からお支払いした保険金の額を差し引いた額を限度とし
て、損害の防止に要した費用をお支払いします。
（注1）複数回お支払事由が発生した場合でも、保険期間を

通じて生活用動産保険金額が限度となります。
（注2）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任

額の合計額が損害額を超えるときは、（※7）に掲げる
額のいずれかを保険金としてお支払いします。

・保険契約者、お子さま（被保険者※1）
の故意または重大な過失による損害
・生活用動産の欠陥による損害
・自然の消耗、かび、変色
・差押え、没収等国または公共団体の
公権力の行使によって生じた損害
・生活用動産に対する修理、調整の作
業上の過失または技術の拙劣によっ
て生じた損害
・偶然な外来の事故に直接起因しない電
気的事故または機械的事故による損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・紛失または置き忘れによる損害
・擦り傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷
・地震もしくは噴火またはこれらによる
津波による損害
・風水災による損害

など

被保険者の範囲 ご本人＊1 配偶者 その他の
ご親族＊2

（※1）被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲は下表のとおりです。なお、
続柄は、保険金支払の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

（※2）前記傷害補償条項における「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質
による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス
性食中毒は含みません。
育英費用補償条項、学業費用補償特約における「ケガ」には有毒ガ
スまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス
性食中毒を含みます。

（※3）対象となる手術は以下の①・②とします。
①公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料
の算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、抜歯
などお支払い対象外の手術があります。
②先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目
的とした診療行為などお支払い対象外となるものがあります。

（※4）お子さま〔被保険者（※1）〕の親権者であり（お子さまが成年に達した
場合は親権者である必要はありません。）、かつ、お子さまの生活費お
よび学業費用の全部または一部を継続的に負担して、お子さまの生計
を支えている方で、契約時にご指定いただいた1名の方をいいます。

（※5）所定の部位とは、肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の3大関節
部分、肋骨（ろっこつ）、胸骨等の保険約款に記載の部位をいいます。

（※6）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネおよびこれらと
同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定
帯、肋骨（ろっこつ）固定帯、サポーター等は含みません。

（※７）●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
合は、この保険契約の支払責任額

●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、
損害額（負担された費用）から他の保険契約等から支払われた金
額を差し引いた額をお支払いします。ただし、この保険契約の支
払責任額を限度とします。

＊1保険証券記載の被保険者の方をいいます。ただし、借家人賠償責任で借用
戸室の賃借名義人が被保険者以外の場合は、その賃借名義人を含みます。

＊2ご本人もしくはその親権者またはご本人の配偶者の「同居のご親族お
よび別居の未婚のお子さま」をいいます。未婚とはこれまでに婚姻歴
がないことをいいます。ご親族とは、ご本人もしくはその親権者または
ご本人の配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。

○急激性 ＝ 突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性 ＝ 事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性 ＝ 身体の外部からの作用によるもの

＜上記3項目に該当しない例＞
日焼け、熱中症（注）、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲
労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野
球肩、慢性疲労･筋肉痛（反復性の原因によるもの）、疾病などは“急激かつ偶然
な外来の事故によるケガ”に該当しないため、保険金支払の対象とはなりませ
ん。すでに存在していた身体の障害や病気（骨粗しょう症を含みます。）の影響に
よりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保
険金（保険金額、日数等に割合を乗じて算出します。）をお支払いします。（ケガ
の原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。）
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＊3受託品の損壊、紛失、盗取による賠償責任についても保険金支払
の対象となりますが、対象となる受託品はお子さま本人が受託・管
理する財物に限ります。

「同居」とは、生活の基盤を同一とし、居住空間を共有している
ことをいいます。また、保険金支払の原因となった事故発生時
において、実際に同居していることが基準となります。
＜「同居」となる場合の例＞
・同一敷地内の別棟（台所など通常の生活用設備を備えてい
る場合を除きます。）に住んでいる場合
・病院に一時的に入院されている場合　など
＜「同居」とならない場合の例＞
・単身赴任、海外赴任している場合
・介護施設に永続的に入所されている場合　など
（注）上記の続柄は、保険金支払の原因となった事故発生の時

におけるものをいいます。

（※8）●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
合は、この保険契約の支払責任額

●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、
支払責任額が最も高い保険契約等の支払責任額から他の保険契
約等から支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。ただ
し、この保険契約の支払責任額を限度とします。

（※9）条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされている
ため、テロ行為による場合は補償の対象となります。

（※10）医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像
検査等により認められる異常所見をいいます。

（※11）受託品に関する事故を除き、被保険者がゴルフの競技または指導を
職業としていない場合、職務としてのゴルフは補償対象になります。
また、お子さま（被保険者）本人のアルバイト・インターンシップに起
因する損害賠償責任は補償対象になります。

＜対象となる主な特定感染症＞ ※2024年9月現在

コレラ/細菌性赤痢/腸チフス/パラチフス/ジフテリア/ペスト/エボラ出血熱 
/クリミア・コンゴ出血熱/マールブルグ病/急性灰白髄炎（ポリオ）/ラッサ熱/
腸管出血性大腸菌感染症（O-157等）/重症急性呼吸器症候群（病原体が
ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。）　　

など

【学生・こども総合保険に付帯する特約について】「熱中症補償特約」が付帯される場合、傷害補償条項の各保険金（★印を
付した保険金）について、偶然な外来による日射または熱射によって身体
に障害を被ったときにもそれぞれの保険金における「お支払いする保険
金」の内容に沿って保険金をお支払いします。（育英費用補償条項、学業
費用補償特約においてはこのようなお取り扱いはできません。）

学生・こども総合保険に付帯する特約について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定す
る一類・二類・三類の感染症をいいます。なお、発病の認定は、医師（被保
険者以外の医師をいいます。）の診断によります。

「特定感染症」とは

急激かつ偶然な外来の事故とは

（注）本来、熱中症は保険金お支払いの対象外となりますが、「熱中症補償特
約」を付帯する場合は、傷害補償条項の各保険金について「熱中症」を
保険金お支払いの対象として取り扱います。（育英費用補償条項、学業
費用補償特約においてはこのようなお取り扱いはできません。）
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（注）「賠償責任」、「借家人賠償責任」の各補償につきましては被保険者
が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被
保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。

賠償責任＊3



お 子 さ ま の 成 長 に 合 わ せ て

24-1537

本社／〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6
ホームページ　https://www.kyoeikasai.co.jp/

お問い合わせ先

（1）通知義務（ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に共栄
火災に連絡していただく義務）
保険契約者および被保険者には、保険契約の締結後に、告知事

項のうち一部の事項に変更が生じた場合に遅滞なくご通知いた

だく義務（通知義務）があります。変更が生じた場合には、すみやか

に取扱代理店または共栄火災にご通知ください。ご通知がな

い場合には、変更後に生じた事故によるケガについては、保険金

が削減されることがあります。

この保険では保険契約申込書に☆印が付された項目がご通知

いただく事項（通知事項）となります。

（2）死亡保険金受取人の変更
ご契約後、死亡保険金受取人を変更する場合（新たに指定す

る場合を含みます。）は、取扱代理店または共栄火災までご連

絡ください。この場合は、必ず被保険者の同意が必要です。

●このパンフレットは「学生・こども総合保険」の概要を説明したものです。ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災にお問い合わせください。ご契約の際には、
必ず「重要事項説明書」をお読みください。

●取扱代理店は共栄火災との委託契約に基づいて、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約管理等の代理業務を行っています。したがって、取扱
代理店と締結して有効に成立したご契約については、共栄火災と直接契約されたものとなります。

●保険期間（保険のご契約期間）が1年を超える契約につきましては、ご契約の申し込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がございます。詳しくは
「重要事項説明書」をご覧ください。

（1）被保険者としてご加入いただける方
お子さま（被保険者＝保険の補償を受けられる方）が保険期間の末日に

おいて満23歳未満である場合、または学校教育法に定める次の学校

の学生および生徒（入学手続きを終えた方を含みます。）である場合に限

られます。

①大学（大学院・短期大学を含みます。）

②高等学校（中等教育学校の後期課程および高等専門学校を含みます。）

③特別支援学校の高等部

④専修学校・各種学校（ただし教育基本法に定める義務教育を修了した

方に限ります。）

（2）扶養者として指定できる方
扶養者は原則として、お子さまの親権者であり※、かつ、お子さまの生活費

および学業費用の全部または一部を負担してお子さまの生計を主に

支えている方をご指定ください。

※お子さまが成年に達した場合は親権者である必要はありません。

（3）ご職業について
お子さま（被保険者）が職業についている場合は保険料が異なることがあり　

　　　　ます。

（4）借家人賠償責任補償、生活用動産補償について
自宅生は、借家人賠償責任補償、生活用動産補償をセットすることが

できません。

（5）補償重複について
「育英費用」、「学資費用」、「賠償責任」、「借家人賠償責任」、「生活用動

産」、「携行品損害」の各補償につきましては、お客様やご家族の方をご契

約者とした「同様の補償を行う他の保険契約（共済契約を含みます）、特約」

がある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額

を確認のうえ、ご契約ください。

（注）確認いただいた結果、特約の削除等によって重複状態を整理し、特定

　のご契約のみでの補償とする場合には、その契約を解約されたり、家

　族状況の変化（同居から別居への変更等）により、補償がなくなった　

　り、補償の対象者の範囲が変わることがありますのでご留意ください。

（6）告知義務
（ご契約時に共栄火災に重要な事項を申し出ていただく義務）
保険契約者および被保険者には、保険契約の締結に際し、共栄火災が

重要な事項として告知を求めた事項（以下「告知事項」といいます。）にご

回答いただく義務（告知義務）があります。告知事項について事実と異なる

記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。ま

た、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いで

きないことがあります。

この保険では保険契約申込書に★印が付された項目が告知事項とな

ります。

（7）死亡保険金受取人の指定
死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いいたし

ます。この契約に死亡保険金受取人を指定する場合は必ず被保険者

ご契約の際のご注意

ご契約後のご注意

代理請求制度について

▶▶▶ご家族の方にも保険の加入内容について◀◀◀お知らせください

この保険では、被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求

できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいないときに代理請

求制度を利用できます。被保険者と同居または生計を共にする配偶者の

方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災

の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求すること

ができます。

万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加

入している保険の概要（保険会社名、お支払いする保険金の種類など）を

お伝えいただきますようお願いいたします。

の同意を得てください。共栄火災で同意が確認できない場合は

ご契約いただけません。なお、保険契約者と異なる方を被保険

者とする契約において同意のないままご契約をされた場

合、ご契約は無効となります。

（8）保険契約の無効
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者

に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した

場合は、ご契約は無効となります。この場合、保険料は返還

しません。

（9）保険料領収前に生じた事故
保険料の払込みに関する特約などの特定の特約を付帯した

ご契約を除き、保険期間（保険のご契約期間）が始まった後でも

保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支

払いできませんのでご注意ください。

もしも事故が起こったら…保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は

すみやかに取扱代理店または下記までご連絡ください。商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、カスタマー
センターまでご連絡ください。

0120-044-077 通話料
無料

２４時間365日事故受付サービス
「あんしんほっとライン」

0120-719-112 通話料
無料カスタマーセンター

お申出の内容に応じて、取扱代理店または共栄火災営業店・損害
サービス課・損害サービスセンターへお取次ぎする場合がございます。

受付時間：平日　午前9:00～午後6:00

こども総合保険

けがの保険 個人向け

2023年10月以降保険始期用

学生・こども総合保険

有限会社　農大桜丘
東京農業大学（高等学校・中学校・東京情報大学・稲花小学校）保険担当
〒156-0054　東京都世田谷区桜丘3-9-31
TEL.03-3429-1983　FAX.03-3427-2271



おすすめタイプ（東京農業大学稲花小学校生用）

SAタイプ SBタイプ SCタイプ SDタイプ
死亡・後遺障害 300万円 250万円 200万円 100万円
入院保険金日額 3,000円 2,500円 2,000円 1,600円

手術保険金

通院保険金日額 2,300円 1,800円 1,500円 1,500円

91,270円 77,120円 66,470円 58,440円

10万円（現金・乗車券は5万円）を限度に補償します。（自己負担額3,000円）携行品損害
熱中症

傷
害

小学生用（職種区分A、6年間一括払い）

補償期間：2025年4月1日～2031年4月1日まで（6年間）

特定感染症

一括払い保険料
（6年間合計保険料）

保
険
金
額

①入院中に受けた手術　入院保険金日額×10
②上記①以外の手術　　入院保険金日額×5

一時金として100万円を補償します。
毎年80万円を限度に実額を補償します。

1億円

日射病や熱中症により障害を被った場合、上記傷害の各種保険金額を補償します。
特定感染症を発病した場合、上記傷害の各種保険金を補償します。

※後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金（死亡保険金、手術保険金は含まれません）

育英費用
学資費用
賠償責任



おすすめタイプ（東京農業大学生用）

Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
死亡・後遺障害
入院保険金日額 5,000円 4,000円 5,000円 4,000円

手術保険金

通院保険金日額 2,000円 3,000円 2,000円 3,000円

60,430円 69,830円 70,820円 80,220円

補償期間：2025年4月1日～2029年4月1日まで（4年間）

特定感染症

一括払い保険料
（4年間合計保険料）

保
険
金
額

①入院中に受けた手術　入院保険金日額×10
②上記①以外の手術　　入院保険金日額×5

一時金として100万円を補償します。
毎年100万円を限度に実額を補償します。

1億円

日射病や熱中症により障害を被った場合、上記傷害の各種保険金額を補償します。
特定感染症を発病した場合、上記傷害の各種保険金を補償します。

※後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金（死亡保険金、手術保険金は含まれません）

育英費用
学資費用
賠償責任

200万円

-
-

借家人賠償責任
生活用動産
熱中症

傷
害

大学生（職種区分A、4年間一括払い）
自宅生タイプ 一人暮らしタイプ

500万円
50万円



おすすめタイプ（東京農業大学大学院生用）

自宅生タイプ(A) 一人暮らしタイプ(B) 自宅生タイプ(C) 一人暮らしタイプ（D）
死亡・後遺障害
入院保険金日額

手術保険金

通院保険金日額

- 500万円 - 500万円
- 50万円 - 50万円

32,290円 37,880円 47,460円 55,460円

2,000円

借家人賠償責任
生活用動産

熱中症

大学院博士前期課程（2年一括払い） 大学院博士後期課程（3年一括払い）

傷
害

携行品損害 10万円

　　　補償期間：2025年4月1日～
　　　　　　　　　 2027年4月1日まで（2年間）

　　　補償期間：2025年4月1日～
　　　　　　　　　 2028年4月1日まで（3年間）

特定感染症

一括払保険料

保
険
金
額

①入院中に受けた手術　入院保険金日額×10
②上記①以外の手術　　入院保険金日額×5

一時金として100万円を補償します。
毎年150万円を限度に実額を補償します。

1億円

日射病や熱中症により障害を被った場合、上記傷害の各種保険金額を補償します。
特定感染症を発病した場合、上記傷害の各種保険金を補償します。

※後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金（死亡保険金、手術保険金は含まれません）

育英費用
学資費用

賠償責任

300万円
3,000円



おすすめタイプ（東京情報大学生用）

JAタイプ JBタイプ JCタイプ JDタイプ
死亡・後遺障害 250万円 200万円 250万円 200万円
入院保険金日額 3,000円 2,000円 3,000円 2,000円

手術保険金

通院保険金日額 2,000円 1,300円 2,000円 1,300円

500万円 500万円 - -
50万円 50万円 - -

66,510円 52,100円 56,120円 41,710円

寮・一人暮らし用
（職種区分A、4年間一括払い）

自宅生用
（職種区分A、4年間一括払い）

傷
害

補償期間：2025年4月1日～2029年4月1日まで（4年間）

特定感染症

一括払い保険料
（4年間合計保険料）

保
険
金
額

①入院中に受けた手術　入院保険金日額×10
②上記①以外の手術　　入院保険金日額×5

一時金として100万円を補償します。
毎年100万円を限度に実額を補償します。

1億円

日射病や熱中症により障害を被った場合、上記傷害の各種保険金額を補償します。
特定感染症を発病した場合、上記傷害の各種保険金を補償します。

※後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金（死亡保険金、手術保険金は含まれません）

育英費用
学資費用
賠償責任

借家人賠償責任
生活用動産
熱中症
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